
 
 

高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定 

 

 

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）と中日本高速道

路株式会社（以下「会社」という。）は、高速道路株式会社法（平成１６年法律第９９号。

以下「道路会社法」という。）第６条第１項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済

機構法（平成１６年法律第１００号。以下「機構法」という。）第１３条第１項の規定に基

づき、この協定を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 本協定は、高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関し、機構法第１２条第

１項の機構の業務及び道路会社法第５条第１項第１号又は第２号の会社の事業（以下「業

務等」という。）の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施

を図ることを目的とする。 

 

 

（協力） 

第２条 機構及び会社は、その業務等の実施に当たっては、債務の返済等の確実かつ円滑

な実施を図りつつ、高い公共性を有する高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧

その他の管理（以下「高速道路の管理」という。）が適正かつ効率的に行われるよう、相

互に密接な連携を図りながら協力するものとする。 

 

 

（協定の対象となる高速道路の路線名） 

第３条 本協定の対象となる高速道路の路線名（当該高速道路について２以上の会社が高

速道路の管理を行う場合にあっては、路線名及び会社が高速道路の管理を行う部分）は、

以下のとおりとする。 

 （１） 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線 

 （２） 高速自動車国道中央自動車道西宮線（大月市から東近江市まで（八日市インタ

ーチェンジを含む。）） 

 （３） 高速自動車国道中央自動車道長野線（岡谷市から安曇野市まで（安曇野インタ

ーチェンジを含む。）） 

 （４） 高速自動車国道第一東海自動車道 

 （５） 高速自動車国道東海北陸自動車道 

 （６） 高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線 

 （７） 高速自動車国道中部横断自動車道 
 （８） 高速自動車国道北陸自動車道（富山県下新川郡朝日町から米原市まで（朝日イ

ンターチェンジを含む。）） 



 
 （９） 高速自動車国道近畿自動車道伊勢線 

 （10） 高速自動車国道近畿自動車道名古屋亀山線 

 （11） 高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線（愛知県海部郡飛島村から甲賀市ま

で（甲賀土山インターチェンジを含まない。）） 

 （12） 高速自動車国道近畿自動車道尾鷲多気線 

 （13） 高速自動車国道近畿自動車道敦賀線（小浜市から敦賀市まで（小浜インターチ

ェンジを含まない。）） 

 （14） 一般国道１号（新湘南バイパス） 

 （15） 一般国道１号（西湘バイパス） 

 （16） 一般国道１３８号（東富士五湖道路） 

 （17） 一般国道２７１号（小田原厚木道路） 

 （18） 一般国道３０２号（伊勢湾岸道路） 

（19） 一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）（茅ヶ崎市から海老名市門沢橋ま

で及び海老名市中新田からあきる野市まで（あきる野インターチェンジを含ま

ない。）） 

（20） 一般国道４７５号（東海環状自動車道）（豊田市から四日市市まで） 

 

 

（工事の内容） 

第４条 会社が行う高速道路の管理のうち、新設又は改築に係る工事（特定更新等工事を

除く。）の内容は、別紙１－１から別紙１－１２２までのとおりとする。 

２ 会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事（特定更新等工事を除き、機構が

会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。）の内容は、別紙２のとおりとす

る。 

３ 会社が行う高速道路の管理のうち、令和四十七年九月三十日においてもその構造が通

常有すべき安全性を有していると見込まれるものとして定めた先行特定更新等工事の内

容及び本協定の対象となる高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもそ

の構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものとして定めた後

行特定更新等工事の内容は、別紙特１のとおりとする。 

４ 会社は、第２項に規定する修繕に係る工事又は第３項に規定する特定更新等工事のう

ち第１４条第１項の助成の対象となるものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工

事計画書又は特定更新等工事計画書を機構に提出し、機構の同意を得なければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

５ 会社は、第２項に規定する修繕に係る工事又は第３項に規定する特定更新等工事のう

ち前項に規定するもの以外のものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工事計画書

又は特定更新等工事計画書を機構に提出しなければならない。これを変更しようとする

ときも、同様とする。ただし、あらかじめ提出することが困難である場合においては、

会社は、修繕によって増加した道路資産が機構に帰属する日前に修繕工事報告書又は特

定更新等工事報告書を機構に提出するものとする。 

６ 会社は、災害復旧に係る工事を行おうとするときは、あらかじめ、災害復旧工事計画



 
書を機構に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。た

だし、あらかじめ提出することが困難である場合においては、会社は、災害復旧によっ

て増加した道路資産が機構に帰属する日前に災害復旧工事報告書を機構に提出するもの

とする。 

 

 

（新設、改築又は修繕に係る工事（特定更新等工事を除く）又は特定更新等工事の債務引

受限度額） 

第５条 新設又は改築に係る工事（特定更新等工事を除く。）に要する費用に係る債務であ

って、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙１－１から別紙１－

１２２までのとおりとする。 

２ 修繕に係る工事（特定更新等工事を除く。）に要する費用に係る債務であって、機構が

会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙３のとおりとする。 

３ 特定更新等工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることと

なるものの限度額は、別紙特２のとおりとする。 

 

 

（災害復旧に係る債務引受限度額） 

第６条 災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引

き受けることとなるものの限度額は、別紙４のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、会社が機構から機構法第１２条第１項第５号の無利子貸付

けを受けて災害復旧を行った場合には、前項の限度額に当該無利子貸付けに係る額に相

当する額を加えたものを同項の限度額とする。 

 

 

（無利子貸付けの貸付計画） 

第７条 機構が会社に対して行う機構法第１２条第１項第６号の無利子貸付けの貸付計画

は、別紙５のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、機構が会社に対して行う機構法第１２条第１項第６号の無

利子貸付けに係る貸付金の額は、機構が政府から交付された機構法第１２条第１項第６号

の補助金に相当する額とする。 

 

 

（貸付けに係る道路資産の内容） 

第８条 機構が会社に貸し付ける道路資産の内容は、第３条に規定する協定の対象となる

高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件とする。 

 

 

（道路資産の貸付料） 

第９条 機構が会社に対して貸し付ける道路資産の貸付料は、別紙６の額とする。 



 
２ 会社は、毎年度の前項の貸付料を１ヶ月ごとに分割して機構に支払うものとし、その

支払期限は、翌月の１５日とする。ただし、支払期限が、銀行法（昭和５６年法律第５

９号）第１５条第１項に規定する銀行の休日に該当する場合は、その日前において、そ

の日に最も近い銀行の休日でない日を支払期限とする。 

３ 会社は、前項に規定する支払期限までに、機構の発行する支払請求書に基づき、支払

うものとする。 

４ 会社は、第２項に規定する支払期限までに前項の規定により支払うべき金額の全部又

は一部を支払わなかった場合は、次項に規定するときを除き、その期限満了の日の翌日

からこれを支払った日までの日数に応じ、当該支払うべき金額に不足する額に対し年５.

０％で計算した金額を、遅延利息として機構に支払うものとする。 

５ 機構は、大規模な災害の発生等やむを得ない事由により会社が第２項に規定する支払

期限までに第３項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払うことができない

と認めるときは、その期限を延長することができる。この場合において、会社は支払期

限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じた利息を機構に支払うものと

し、その利息は機構と会社が協議して定めるものとする。 

６ 会社は、前項の規定による延長期限までに第３項の規定により支払うべき金額の全部

又は一部を支払わなかった場合は、その期限満了の日の翌日からこれを支払った日まで

の日数に応じ、当該支払うべき金額に不足する額に対し年５.０％で計算した金額を、遅

延利息として機構に支払うものとする。 

 

 

第１０条  毎年度の料金収入の金額（以下「実績収入」という。）が、次の各号のいずれか

の場合に該当するときは、それぞれ各号に定める額を貸付料とする。 
一  別紙７の金額（以下「計画収入」という。）に計画収入の１％に相当する金額を加え

た金額（以下「加算基準額」という。）を超えた場合  前条第１項に定める金額に、実績

収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額 
二  計画収入から計画収入の１％に相当する金額を減じた金額（以下「減算基準額」とい

う。）を下回った場合  前条第１項に定める金額から、減算基準額から実績収入を減じ

た金額を減じた金額 
２  会社は、前項第１号に該当する場合において、実績収入から加算基準額を減じた金額

を、機構の発行する支払請求書に基づき、会社が道路会社法第１４条第３項に基づき財務

計算に関する諸表を国土交通大臣に提出した後２ヶ月以内に、機構に支払うものとする。 
３  機構は、第１項第２号に該当する場合において、減算基準額から実績収入を減じた金

額を、会社の発行する支払請求書に基づき、会社が道路会社法第１４条第３項に基づき財

務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出した後２ヶ月以内に、会社に支払うものとす

る。 
４  前条第４項から第６項までの規定は、第２項及び前項の場合に準用する。 

 

 

 



 
 （道路資産の貸付期間） 

第１１条 機構が会社に貸し付ける道路資産の貸付期間は、それぞれの道路資産が機構に

帰属した日から令和５４年３月２２日までとする。 

（料金の額及びその徴収期間） 

第１２条 第３条に規定する高速道路を供用することにより徴収する料金の額及びその徴

収期間は、別紙８のとおりとする。 

 

 

（維持、修繕その他の管理） 

第１３条 会社は、道路を常時良好な状態に保つように適正かつ効率的に高速道路の維持、

修繕その他の管理を行い、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければなら

ない。 

２ 会社は、高速道路の維持、修繕その他の管理の実施状況について、毎年度、機構に報

告することとし、機構は、必要に応じて実地に確認を行うことができるものとする。 

 

 

（助成） 

第１４条 会社は、その経営努力により高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事（修

繕に関する工事にあっては、あらかじめ第４条第４項の同意を得たものに限る。以下同

じ。）に要する費用を縮減した場合には、機構に対し、機構法第１２条第１項第８号に掲

げる業務として行われる助成金の交付を申請することができる。 

２ 会社は、前項の規定による申請をしようとするときは、当該新設、改築又は修繕に関

する工事が完了したこと及び当該工事に要する費用の縮減が会社の経営努力によるもの

であることを示す書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しな

ければならない。 

①当該新設、改築又は修繕に関する工事の内容 

②当該新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社か

ら引き受けることとなるものの限度額 

③ ②に係る助成対象基準額 

④当該新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社か

ら引き受けることとなるものの額 

３ 前項第３号に掲げる助成対象基準額とは、新設又は改築に関する工事にあっては、別

紙１－１から別紙１－１２２に記載の額とし、修繕に関する工事にあっては、第４条第

４項の修繕工事計画書又は特定更新等工事計画書に記載の額とする。 

４ 機構は、第１項の規定による申請が次に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場

合には、第２項第３号の額から同項第４号の額を控除した額（会社の経営努力によるも

のと認められた部分に限る。）の５割に相当する額を、第１項の助成金として、会社に交

付するものとする。 

① 第２項第４号の額が同項第３号の額を下回るものであること。 

 ② 申請に係る新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用の縮減が会社の経営努力に



 
よるものであること。 

 ③ 申請書に記載された事項が適正であること。 

 

（道路資産の機構への帰属） 

第１５条 道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号。以下「特別措置法」という。）第

５１条第２項から第４項までの規定に基づき、高速道路に係る道路資産が機構に帰属す

る場合には、会社は、あらかじめ、当該道路資産に係る道路資産原簿、用地台帳、設計

図その他関係図書（以下「道路資産原簿等」という。）を機構に提出するものとする。 

２ 機構は、必要があると認めるときは、会社の立会いの下に道路資産原簿等と現物の照

合を行うことができる。 

 

 

（債務の引受け） 

第１６条 機構法第１５条第１項の規定に基づき、高速道路の新設、改築、修繕又は災害

復旧に要する費用に充てるために会社が負担した債務を機構が引き受ける場合には、会

社は、あらかじめ、当該引受けに係る債務目録及び金銭消費貸借契約書、社債原簿その

他証書類（以下「証書類」という。）を機構に提出し、機構の立会いの下に当該債務目録

と証書類の照合を行うものとする。 

 

 

（協定の変更） 

第１７条 機構及び会社は、おおむね５年ごとに、本協定について検討を加え、これを変

更する必要があると認めるときは、相互に、その変更を申し出ることができる。大規模な

災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必

要があると認めるときも、同様とする。 
２ 機構及び会社は、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第１７条に規定する貸

付料の額の基準又は特別措置法第２３条に規定する料金の額の基準に適合しなくなった

と認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがあ

る場合には、相互に、本協定の変更を申し出ることができる。 
３ 前２項の規定による変更の申出があった場合には、機構及び会社は、その申出に誠実

に対応しなければならない。 
４ 第１項及び第２項の規定に基づく協定の変更は、業務等の実施状況を勘案し、債務の

返済等の確実かつ円滑な実施及び高速道路の管理の適切かつ円滑な実施が図られるよう

行うものとする。 
 

 



 
（協議等） 

第１８条  本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度機構と会

社が協議して定めるものとする。 

 

 

     附 則 

 本協定は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、記名押印の上、各々１通を保有

する。 

 

令和 ６年 ３月２１日 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

理 事 長         高 松    勝 

 

 

 

 

 

中日本高速道路株式会社    

代表取締役社長       小 室   俊 二  

 


